
【外国人の暮らし】
（令和5年4月1日現在）

相談内容 相談窓口の名称等 電話番号 所在地 相談日・時間等

秋田県の各種相談窓口

外国人からの日常の困りごと等に関する
相談

秋田県外国人相談センター 018-884-7050
秋田市中通二丁目3-8　アトリ
オン1Ｆ　公益財団法人秋田県
国際交流協会内

【日本語による相談】　月曜日～金曜日、第3
土曜日　9:00～17:45
【英語・中国語・韓国語による相談】　木曜日　
13:00～17:00
【タガログ語・ベトナム語による相談】　＜予約
制＞
（いずれも、第3土曜日以外の土曜日、日曜
日、第3土曜日の翌月曜日、祝日・年末年始を
除く）
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